
 

教育学研究科科目等履修生の選考に係る申し合わせ 

 

（趣旨） 

第１条この細則は、岩手大学大学院学則第 46 条第及び岩手大学科目等履修生規則第１３

条に基づき、教育学研究科科目等履修生の選考に関し、必要な事項を、教育学研究科におい

て定めるものである。 

 

（出願資格） 

第２条岩手大学科目等履修生規則第３条が定める「当該授業科目を履修する学力がある

と認めた者」とは、学校教育法第１条が定める学校において現に常勤職員として勤務し、か

つ適切な教育活動を執ることができる教職員等をいう。 

 

（出願手続） 

第３条岩手大学科目等履修生規則第４条が定める「別に指定する関係書類」に加えて、志

願者は任命権者承認の下所属長が発行する志願同意書を教育学研究科長に、様式により、提

出しなければならない。 

 

（選考） 

第４条科目等の履修を志願する者があるときは、審査の上、研究科教授会の議を経て、科

目等履修生として受け入れる。 

 

 

 

 

附則 この細則は、平成 30 年 9 月 18 日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

科目等履修生志願同意書 

 

 

岩手大学大学院教育学研究科長 様 

 

下の者は、学校教育法第１条が定める学校において現に常勤職員として勤務する教職員

であることを証明するとともに、岩手大学大学院教育学研究科科目等履修生として志願す

ること及び入学が許可された場合は同科目等履修生となることに、任命権者承認の下、同意

します。 

 

 

志願者所属                        

 

志願者氏名                        

 

同意期間        年 □前期（ ４月１日～９月３０日） 

□後期（１０月１日～３月３１日） 

（前期・後期いずれかにチェック（✓）を入れてください） 

 

 

 

 

 

所 属 長  機 関 名                 

 

氏   名                 

 

 

        年     月     日 


